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は
じ
め
に

戦
国
大
名
朝
倉
氏
が
滅
亡
し
て
以
降
、
越
前
国
は
他
国
出
身
の
領
主
に
よ
っ

て
治
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。『
信
長
公
記
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
朝
倉
氏
を
滅
ぼ

し
た
織
田
信
長
は
、
越
前
一
向
一
揆
の
平
定
後
、
柴
田
勝
家
に
越
前
八
郡
を
与

え
、
ま
た
越
前
の
軍
事
指
揮
を
一
任
す
る
な
ど
、
越
前
の
大
部
分
の
領
国
支
配

に
多
大
な
権
限
を
与
え
た
と
さ
れ
る①

。
そ
の
他
、
敦
賀
郡
を
引
き
続
き
武
藤
舜

秀
に
支
配
さ
せ
る
と
と
も
に
、
前
田
利
家
・
佐
々
成
政
・
不
破
光
治
に
府
中
辺

二
郡
、
金
森
長
近
・
原
政
茂
に
大
野
郡
を
守
ら
せ
る
な
ど②

、
そ
の
領
域
支
配
は

郡
を
単
位
と
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
、
郡
を
単
位
と
し
た
領
域
配
分
や
、
府

中
・
大
野
・
敦
賀
を
別
枠
と
し
た
支
配
領
域
の
設
定
は
、
基
本
的
に
は
前
代
の

朝
倉
氏
、
さ
ら
に
は
守
護
斯
波
氏
の
支
配
機
構
を
継
承
し
て
い
た
と
い
え
、
そ

の
後
豊
臣
政
権
に
お
い
て
も
そ
の
枠
組
み
は
基
本
的
に
継
承
さ
れ
て
い
る③

。

し
か
し
、
関
ヶ
原
の
戦
い
を
経
て
、
徳
川
家
康
の
次
男
結
城
秀
康
が
下
総
結

城
か
ら
六
十
八
万
石
で
入
部
す
る
と④

、
郡
を
単
位
と
し
な
い
新
た
な
支
配
の

枠
組
み
を
展
開
し
て
い
く
。
そ
れ
が
「
領
」
で
あ
る
。
戦
国
時
代
の
東
国
で

は
、
地
域
の
拠
点
と
な
る
支
城
を
中
心
に
、
既
存
の
郡
や
郷
を
越
え
て
創
ら
れ

た
「
領
」
が
行
政
単
位
と
さ
れ
て
い
た⑤

。
こ
の
よ
う
な
「
領
」
は
、
城
を
中
心

に
領
域
形
成
が
な
さ
れ
た
戦
国
時
代
以
降
に
特
有
の
状
況
で
あ
っ
た
と
い
え
る

が
、
豊
臣
大
名
と
し
て
下
総
結
城
を
拝
領
し
た
結
城
秀
康
も
同
様
に
、
結
城
氏

領
国
を
「
領
」
単
位
で
把
握
し
て
い
た⑥

。
し
た
が
っ
て
、
越
前
入
部
後
に
結
城

秀
康
が
設
定
し
た
越
前
の
「
領
」
も
、
東
国
に
お
け
る
結
城
氏
の
支
配
機
構
を

継
承
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
の
郡
を
単
位
と
し
た

領
域
構
成
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
領
」
を
設
定
し
て
い
っ
た
の
か
、
ま
た

そ
の
「
領
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
領
域
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に

江
戸
時
代
初
期
の
越
前
に
現
れ
た
「
領
」　
―
結
城
秀
康
・
松
平
忠
直
の
領
国
支
配
機
構
―
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つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
も
、
古
代
の
郡
が
分
裂
し
て
形

成
さ
れ
た
中
世
越
前
の
郡
の
範
囲
も
錯
綜
し
た
状
態
に
あ
る
。
郡
と
「
領
」
が

い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
も
含
め
て
、
本
稿
で
は
越
前
に

現
れ
た
「
領
」
の
範
囲
に
つ
い
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

一　

中
世
に
お
け
る
越
前
の
郡

越
前
の
「
領
」
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
、
中
世
に
お
け
る
越
前
の
郡
に
つ
い

て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

『
延
喜
式
』
や
『
和
名
類
従
抄
』
に
よ
れ
ば
、
越
前
の
郡
は
敦
賀
郡
・
丹
生

郡
・
今
立
郡
・
足
羽
郡
・
大
野
郡
・
坂
井
郡
の
六
郡
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
が

確
認
で
き
る⑦

。
こ
れ
が
古
代
の
最
終
段
階
の
郡
で
あ
っ
た
が
、
十
一
世
紀
半
ば

以
降
、
王
朝
国
家
の
地
方
支
配
が
中
世
的
な
も
の
に
変
質
し
て
い
く
過
程
で
、

越
前
の
郡
も
中
世
的
な
郡
に
再
編
成
さ
れ
て
い
く⑧

。
明
確
な
画
期
は
確
定
で
き

な
い
も
の
の
、
十
一
世
紀
半
ば
以
降
に
古
代
の
郡
か
ら
の
分
郡
が
展
開
し
た
と

み
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
敦
賀
郡
・
丹
生
郡
か
ら
分
郡
し
た
南
仲
条
郡
・

敦
賀
郡
・
丹
生
北
郡
、
今
立
郡
か
ら
分
郡
し
た
今
南
東
郡
・
今
南
西
郡
・
今
北

東
郡
・
今
北
西
郡
、
足
羽
郡
か
ら
分
郡
し
た
足
羽
北
郡
・
足
羽
南
郡
・
吉
田
郡
、

坂
井
郡
か
ら
分
郡
し
た
坂
北
郡
・
坂
南
郡
、
古
代
以
来
改
編
を
受
け
な
か
っ
た

大
野
郡
の
十
三
郡
で
あ
る
。

越
前
に
お
け
る
分
郡
は
、
郡
名
か
ら
考
え
る
と
基
本
的
に
東
西
南
北
の
方
位

に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
今
北
西
郡
に
つ
い
て
は

本
稿
で
対
象
と
す
る
戦
国
か
ら
近
世
初
期
に
は
確
認
で
き
な
い
。
後
に
引
用
す

る
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）「
越
前
国
郷
帳
」
や
「
正
保
郷
帳⑨

」
に
お
い
て
も
、

今
北
西
郡
の
記
載
が
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
今
北
西
郡
は
中
世
の
あ
る
段
階

で
合
併
も
し
く
は
消
滅
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と

も
中
世
後
期
以
降
は
、
越
前
は
【
図
1
】
の
よ
う
な
十
二
郡
で
編
成
さ
れ
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

次
に
、
各
郡
の
位
置
関
係
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
も
と
も
と
、
九
頭
竜
川
流

域
を
領
域
と
し
て
い
た
坂
井
郡
は
、
お
お
よ
そ
九
頭
竜
川
以
西
の
海
岸
部
を
坂

南
郡
、
そ
の
東
の
平
野
・
丘
陵
・
山
地
が
坂
北
郡
と
さ
れ
、
足
羽
川
流
域
の
足

羽
郡
は
、
足
羽
川
北
岸
辺
を
吉
田
郡
、
南
岸
辺
を
東
西
に
分
け
て
足
羽
南
郡
・

足
羽
北
郡
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
南
北
を
流
れ
る
日
野
川
西
岸
と
、
そ
こ

か
ら
分
か
れ
た
吉
野
瀬
川
に
囲
ま
れ
た
地
域
に
丹
生
北
郡
が
立
地
し
、
日
野
川

東
岸
に
展
開
し
た
今
立
郡
の
う
ち
、
池
田
荘
や
鞍
谷
荘
な
ど
を
含
む
今
南
東
郡
、

真
柄
荘
や
鯖
江
荘
な
ど
を
含
む
今
北
西
郡
、
方
上
荘
・
鳥
羽
荘
な
ど
を
含
む
今

北
東
郡
が
そ
れ
ぞ
れ
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
府
中
（
武
生
）
を
中
心
に

そ
の
南
側
一
帯
に
南
仲
条
郡
、
さ
ら
に
南
に
木
ノ
芽
峠
を
越
え
る
と
敦
賀
郡
が

展
開
し
、
ま
た
越
前
国
の
東
側
の
大
半
は
大
野
郡
が
占
め
て
い
る
。

で
は
、
戦
国
か
ら
近
世
初
期
の
権
力
は
、
中
世
的
な
郡
を
ど
の
よ
う
に
把
握

し
て
い
た
の
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
朝
倉
氏
滅
亡
・
越
前
一
向
一
揆
平
定

後
の
越
前
に
は
、
柴
田
勝
家
を
は
じ
め
と
し
た
織
田
信
長
家
臣
が
越
前
支
配
を

担
う
こ
と
に
な
る
。
支
配
担
当
領
域
は
、
金
森
長
近
・
原
政
茂
が
大
野
郡
、
武

藤
舜
秀
が
敦
賀
郡
、
柴
田
勝
家
が
八
郡
、
前
田
利
家
・
佐
々
成
政
・
不
破
光
治

が
府
中
辺
二
郡
で
計
十
二
郡
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
織
田
政
権
は
中
世
の
郡

を
基
準
に
所
領
を
配
分
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
、
大
野
郡
・
敦
賀
郡
を
除
く
柴
田
八
郡
と
府
中
辺
二
郡
に
つ
い
て
は
、

福
井
大
学
教
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具
体
的
な
郡
名
は
不
明
で
あ
る
。
松
浦
義
則
氏
は
、
柴
田
八
郡
を
坂
北
郡
・
坂

南
郡
・
吉
田
郡
・
足
羽
北
郡
・
足
羽
南
郡
・
丹
生
北
郡
・
今
北
西
郡
・
今
北
東

郡
、
府
中
の
二
郡
を
今
南
西
郡
・
南
仲
条
郡
に
比
定
し
て
い
る⑩

。
一
方
、
楠
瀬

勝
氏
は
、
府
中
二
郡
を
今
立
郡
・
南
条
郡
と
し
て
い
る
が⑪

、
中
世
後
期
に
は

十
二
郡
に
分
化
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
今
立
郡
・
南
条
郡
と
い
う
単
位
で
配
置

さ
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
確
定
で
き
る
史
料
が
な
い
た
め
、
あ
く
ま
で
想
定

に
過
ぎ
な
い
が
、
後
述
す
る
結
城
秀
康
・
松
平
忠
直
段
階
で
の
府
中
領
の
範
囲

か
ら
考
え
る
と
、
府
中
二
郡
が
今
南
西
郡
・
南
仲
条
郡
、
柴
田
八
郡
が
坂
北

郡
・
坂
南
郡
・
吉
田
郡
・
足
羽
北
郡
・
足
羽
南
郡
・
丹
生
北
郡
・
今
北
東
郡
・

今
南
東
郡
で
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。

そ
の
後
、
勝
家
の
滅
亡
後
、
府
中
ま
で
お
よ
ん
で
い
た
勝
家
の
支
配
領
域
は

す
べ
て
丹
羽
長
秀
に
引
き
継
が
れ
た
が
、
そ
の
長
秀
が
す
ぐ
に
没
す
る
と
、
越

前
の
領
主
配
置
は
非
常
に
錯
綜
し
た
状
況
と
な
る
。
個
々
の
領
主
の
担
当
地
域

に
つ
い
て
も
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
く
、
今
後
の
追
究
が
必
要
な
と
こ
ろ
で

は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
行
政
単
位
と
い
う
側
面
か
ら
い
え
ば
、
慶
長
三
年

（
一
五
九
八
）
に
行
わ
れ
た
越
前
の
太
閤
検
地
段
階
で
は
、
基
本
的
に
は
中
世

の
郡
の
単
位
で
検
地
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

今
現
在
、
管
見
の
限
り
一
四
九
ヶ
村
分
の
慶
長
三
年
検
地
帳
が
確
認
さ
れ
て

い
る
が⑫

、
原
本
と
み
ら
れ
る
検
地
帳
に
は
、「
足
羽
南
郡
」「
坂
北
郡
」「
吉
田

郡
」「
丹
生
北
郡
」「
今
南
東
郡
」「
今
南
西
郡
」「
南
中
条
郡
」「
大
野
郡
」
と

い
う
地
域
呼
称
が
、
ま
た
「
敦
賀
郡
」
は
慶
長
三
年
検
地
帳
の
写
し
に
確
認

で
き
る⑬

。
そ
し
て
、
足
羽
北
郡
・
坂
南
郡
・
今
北
東
郡
に
つ
い
て
は
、
現
存

す
る
検
地
帳
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
一
方
で
、「
府
中
郡
」
と
い
う
新
し
い
郡

名
記
載
も
み
ら
れ
る⑭

。
そ
の
他
、「
細
呂
宜
郷
」「
溝
江
郷
」「
坪
江
下
郷
」「
高

椋
郷
」「
織
田
庄
」「
池
田
庄
」「
志
比
庄
」
な
ど
の
中
世
荘
園
制
的
な
枠
組
み

や
、「
北
袋
」（
勝
山
盆
地
一
帯
）
と
い
う
、
中
世
末
か
ら
近
世
初
頭
に
み
ら
れ

る
荘
郷
よ
り
も
や
や
大
き
な
地
域
呼
称
が
み
ら
れ
る
一
方
で
、
逆
に
「
東
郷

領
」「
西
方
」
と
い
う
、
の
ち
の
「
領
」
に
つ
な
が
る
地
域
呼
称
も
確
認
で
き

る
。
し
た
が
っ
て
、
豊
臣
政
権
期
は
中
世
の
郡
を
単
位
と
し
た
所
領
構
成
を
基

本
と
し
つ
つ
も
、
一
方
で
そ
れ
と
は
異
な
る
新
た
な
領
域
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
時
期
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
検
地
帳
の
記
載
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

実
際
の
地
域
社
会
に
お
い
て
は
、
郡
に
と
ら
わ
れ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
枠
組
み
が

機
能
し
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
紹
介
し
た
慶
長
三
年
の
「
越
前
国
郷
帳
」（
以
下
、
慶
長

郷
帳
と
称
す
）
に
は
、
越
前
の
各
村
が
中
世
の
十
二
郡
別
に
書
き
上
げ
ら
れ
て

い
る⑮

。
こ
の
慶
長
郷
帳
は
、
慶
長
三
年
の
越
前
太
閤
検
地
の
際
に
作
ら
れ
た
も

の
の
写
し
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
そ
の
内
容
が
翻
刻
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の

で
、
こ
こ
で
少
し
中
身
を
紹
介
し
て
お
く⑯

。

「
（
表
紙
）越
前
国
郷
帳
慶
長

御
改
」

「
（
中
表
紙
表
）
慶
長
本

　

越
前
御
帳

　
　

池
田
大
宮
司
所
蔵
」

「
（
中
表
紙
裏
）
池
田
大
宮
司
蔵
」

越
前
国
郷
帳

　
　
　
　
　

足
羽
北
郡

一
、
高
千
四
百
四
拾
弐
石
七
斗
壱
升
壱
合　
　
　

福
居
町
地
子

長
谷
川
：
江
戸
時
代
初
期
の
越
前
に
現
れ
た
「
領
」　

―
結
城
秀
康
・
松
平
忠
直
の
領
国
支
配
機
構
―
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一
、
高
弐
百
拾
石
五
斗
壱
升　
　
　
　
　
　
　
　

福
居
庄
町
外

一
、
高
千
五
百
五
拾
三
石
四
斗
四
升　
　
　
　
　

三
ツ
橋
町

外
百
石
ハ
神
明
社
領
、
拾
石
ハ
八
幡
社
領
、
三
拾
石
ハ
牛
王
堂
社
領

一
、
高
五
百
七
拾
壱
石
四
斗
九
升
九
合　
　
　
　

石
場
町

一
、
高
七
百
六
拾
石
壱
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
畑
方

一
、
高
千
六
百
弐
拾
石
壱
斗　
　
　
　
　
　
　
　

松
本
町

一
、
高
百
弐
拾
壱
石
八
斗
五
升　
　
　
　
　
　
　

城
之
橋
町

一
、
高
五
百
七
拾
壱
石
七
斗
壱
升　
　
　
　
　
　

勝
見
村

一
、
高
八
百
弐
拾
石
七
斗
八
升　
　
　
　
　
　
　

下
四
ツ
井
村

（
中
略
）

　
　
　
　
　

吉
田
郡

一
、
高
千
八
百
三
拾
九
石
弐
斗
九
升
六
合　
　
　

大
和
田
村

一
、
高
千
弐
百
拾
五
石
弐
斗
五
升　
　
　
　
　
　

高
柳
村

（
中
略
）

 

惣
高
合
六
拾
八
万
三
百
四
拾
九
石
九
斗
弐
升
三
合　

村
数
合
千
三
百
八
拾
八

村
　
　

右
今
度
御
検
地
之
上
を
以
相
定
之
条
々

一
、六
尺
三
寸
之
棹
を
以
、
五
間
六
拾
間
、
三
百
歩
一
反
ニ
相
究
事

一
、
田
畠
并
在
所
之
上
中
下
、
能
々
見
届
、
斗
代
相
定
事

一
、
口
米
壱
石
ニ
付
弐
升
宛
、
其
外
役
米
一
切
不
可
出
之
事

一
、
京
升
を
以
、
年
貢
可
致
納
所
も
、
売
買
も
同
升
た
る
へ
き
事

一
、
年
貢
五
里
百
姓
と
し
て
可
持
届
、
其
外
ハ
代
官
給
人
と
し
て
可
被
持
事

　

慶
長
三
年
戊

戌
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
堀
新
介
在
判

越
前
に
お
い
て
は
、
慶
長
三
年
の
太
閤
検
地
以
降
、
新
田
開
発
地
や
一
村
単

位
で
の
内
検
地
以
外
、
一
国
規
模
で
の
検
地
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の

慶
長
郷
帳
に
記
載
さ
れ
た
村
高
は
、
基
本
的
に
正
保
郷
帳
と
同
じ
で
あ
る⑰

。
こ

こ
に
一
部
引
用
し
た
よ
う
に
、
慶
長
郷
帳
に
お
い
て
は
、
足
羽
北
郡
・
足
羽
南

郡
・
吉
田
郡
・
丹
生
郡
・
今
南
東
郡
・
今
南
西
郡
・
今
北
東
郡
・
南
仲
条
郡
・

坂
南
郡
・
坂
北
郡
・
大
野
郡
・
敦
賀
郡
の
十
二
郡
が
確
認
で
き
、
そ
の
各
郡
に

各
村
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
慶
長
郷
帳
か

ら
、
慶
長
三
年
段
階
で
の
郡
境
は
確
定
で
き
る
。
そ
れ
を
示
し
た
の
が
【
図

2
】
で
あ
る
。
慶
長
郷
帳
を
み
る
限
り
、
公
権
力
で
あ
る
豊
臣
政
権
側
は
、
郡

ご
と
に
各
村
を
把
握
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

二　

越
前
の
「
領
」
と
領
国
支
配

で
は
、
こ
の
慶
長
三
年
段
階
で
の
郡
域
に
対
し
て
、
関
ヶ
原
の
戦
い
後
に
入

部
し
た
結
城
秀
康
は
ど
の
よ
う
な
範
囲
・
基
準
で
「
領
」
を
展
開
し
た
の
だ
ろ

う
か
。
越
前
に
お
い
て
、「
領
」
と
い
う
行
政
単
位
を
採
用
し
た
の
は
、
結
城

秀
康
と
そ
の
子
松
平
忠
直
時
代
の
み
で
、
忠
直
の
後
に
越
前
藩
主
と
な
っ
た
、

忠
直
の
弟
忠
昌
の
時
代
に
は
、「
領
」
か
ら
郡
に
戻
し
て
い
る⑱

。
し
た
が
っ
て
、

秀
康
・
忠
直
時
代
の
「
領
」
は
福
井
藩
政
の
な
か
で
も
特
殊
な
行
政
単
位
と
し

て
捉
え
た
上
で
、
そ
の
意
味
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
点
を

考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
「
領
」
が
確
認
で
き
る
結
城
秀
康
の
知
行
宛
行
状
を
一

つ
紹
介
し
て
お
く
。

　
　
　
　

宛
行
知
行
分
之
事

一
、
高
千
五
百
九
石
三
升　
　
　
　
　
　
丸
岡
領
熊
坂
村

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
（
社
会
科
学
）、
四
、
二
〇
一
三

七
〇



一
、
高
千
七
拾
壱
石
九
斗　
　
　
　
　
　
同
領　

中
村

一
、
高
七
百
七
石
三
斗
七
升　
　
　
　
　
同
領　

す（
菅
野
）

か
の
村

（
中
略
）

一
、
高
弐
百
五
拾
弐
石
三
升　
　
　
　
　
三
国
領
吉
崎
浦

一
、
高
弐
百
九
拾
四
石
六
升
九
合　
　
　
同
領　

赤
尾
村

一
、
高
七
百
拾
八
石
七
斗
四
升　
　
　
　
同
領　

家
吉
村

（
中
略
）

　
　
　
　

合
参
万
石
者

右
知
行
分
之
所
、
無
相
違
可
令
領
知
者
也
、
仍
如
件
、

　
慶
長
六
年

　
　
　
丑
九
月
九
日
（
朱
印
）

 

多
賀
谷
左（
三
経
）近
大
夫
殿⑲

結
城
秀
康
は
、
越
前
入
部
直
後
の
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
九
月
に
、
引
き

連
れ
て
き
た
家
臣
お
よ
び
一
部
家
臣
の
寄
子
に
対
し
て
一
斉
に
知
行
宛
行
状
を

発
給
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
慶
長
八
年
以
降
に
出
さ
れ
た
補
足
的
な
知
行
宛
行

状
や
寺
社
寄
進
状
に
も
「
領
」
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
一
覧
に
し
た
の
が

【
表
1
】
で
あ
る
。
ま
た
松
平
忠
直
も
、
父
秀
康
の
領
域
支
配
単
位
を
引
き
継

い
で
「
領
」
を
記
載
し
た
知
行
宛
行
状
や
寄
進
状
を
発
給
し
た
が
、
そ
れ
を
一

覧
に
し
た
も
の
が
【
表
2
】、
さ
ら
に
結
城
秀
康
・
松
平
忠
直
の
家
臣
に
よ
る

知
行
宛
行
状
な
ど
の
発
給
文
書
に
み
え
る
「
領
」
の
一
覧
が
【
表
3
】
で
あ
る⑳

。

そ
の
他
【
表
4
】
は
、
秀
康
・
忠
直
段
階
で
の
年
貢
皆
済
状
な
ど
に
み
ら
れ
る

「
領
」
記
載
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る㉑

。

各
表
か
ら
は
、
秀
康
・
忠
直
時
代
の
行
政
単
位
が
「
領
」
で
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
、
そ
の
単
位
は
丸
岡
領
・
三
国
領
・
志
比
領
・
東
郷
領
・
藤
島
領
・

西
方
領
・
田
中
領
・
府
中
領
・
今
庄
領
・
大
野
領
・
勝
山
領
・
敦
賀
領
と
い
う

十
二
の
「
領
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る㉒

。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
確
認
で

き
る
こ
と
は
、
家
臣
へ
宛
行
わ
れ
た
領
地
は
、【
表
1
】
の
多
賀
谷
・
山
川
・

清
水
各
氏
の
よ
う
に
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
場
所
に
与
え
ら
れ
る
場
合
も
あ

っ
た
が
、
基
本
的
に
は
各
家
臣
の
給
地
は
散
在
し
て
お
り
、
複
数
の
「
領
」
に

ま
た
が
る
こ
と
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、

忠
直
以
降
の
知
行
制
の
方
針
と
も
関
係
す
る
問
題
で
あ
り
、
検
討
し
て
い
く
必

要
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
知
行
制
の
単
位
と
し
て
の
「
領
」
の
範
囲
に
注
目
し

た
い
。
ま
ず
「
領
」
の
範
囲
を
示
し
た
【
図
2
】
を
み
て
い
た
だ
き
た
い㉓

。

一
見
し
て
気
づ
く
よ
う
に
、
各
「
領
」
の
範
囲
は
、
中
世
の
郡
と
は
ま
っ
た

く
無
関
係
に
設
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
特
に
、【
表
5
】
に
示
し
た

よ
う
に
、
大
野
領
・
敦
賀
領
以
外
は
、
中
世
の
郡
を
ま
た
い
で
展
開
し
て
い
る
。

も
う
少
し
具
体
的
に
み
て
い
こ
う
。
大
野
領
に
所
属
す
る
村
は
、
慶
長
郷
帳
に

お
け
る
大
野
郡
の
範
囲
に
収
ま
る
こ
と
か
ら
、
大
野
領
の
範
囲
は
大
野
郡
と
ほ

ぼ
重
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
大
野
郡
は
、
守
護
斯
波
氏
・
戦

国
大
名
朝
倉
氏
時
代
の
所
領
配
置
を
継
承
し
、
金
森
長
近
以
来
に
築
か
れ
た
大

野
城
を
中
核
と
す
る
支
城
領
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
同
様
の
こ
と
は
、
敦
賀

郡
に
も
あ
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る㉔

。

一
方
勝
山
領
は
、
忠
直
段
階
に
の
み
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
大
野
領
の
な
か

に
新
た
に
つ
く
ら
れ
た
「
領
」
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
勝
山
領
と
し
て
は

三
ヶ
村
し
か
確
認
で
き
な
い
た
め
、
そ
の
領
域
は
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
が
、

大
野
領
・
勝
山
領
の
両
方
に
記
載
が
確
認
で
き
る
石
谷
村
や
浄
土
寺
村
な
ど
、

長
谷
川
：
江
戸
時
代
初
期
の
越
前
に
現
れ
た
「
領
」　

―
結
城
秀
康
・
松
平
忠
直
の
領
国
支
配
機
構
―

七
一



【表1】結城秀康知行宛行状・寄進状にみえる「領」
年月日 知行者 知行高 知　　行　　場　　所 出典（刊本）（石） 領名 村　名
慶長6.9.9 多賀谷左近大夫

（三経）
30,000 丸岡 熊坂・中（指中）・すかの［菅野］・蓮浦・今道（細呂木）・里竹田・

北・北野・南引田・北疋田・宮谷・檜山・橋屋・山室・西方寺・柿賀
原・次郎丸・屋［矢］地・高塚・清王・拾［十］楽・青野木・乗金［兼］

多賀谷文書
（『結城市史』第1巻）

三国 吉崎浦・赤尾・家吉［井江葭］・横柿・下番・中番・上番・谷畠・重吉
［義］・東善寺・馬場（羽根馬場）・新用・王見［大味］・轟・西・蔵垣内（下
蔵垣内）・東・中（上蔵垣内）・下新庄・上新庄・若宮・徳分田・東長田

山川菊松（朝貞）17,000 志比 市野（市野々）・京善寺本・谷口・花谷・ほうし［法寺］岡・
山・すわ［諏訪］間・高橋

山川文書
（『結城市史』第1巻）

丸岡 下森田・上森田・上野・漆原・福生［庄］・安田・上合月・栗守
［森］・末政［正］・兼定嶋・渡り・礒部出作（磯部出作新保）・
熊野堂・嶋（磯部島）・臼井［宇随］・兼定嶋出作（八丁）・羽崎

三国 勝［正］蓮花・定政［正］・随法［応］寺・中筋・福島・中（上
蔵垣内）・古市

清水長左衛門尉
（孝正）

4,000 府中 大明神（織田）・小栖［小樟］浦・大栖［大樟］浦・桜谷・小
曽原・江波・三崎・下川原

栃木県立博物館所蔵文書
（『古文書研究』31号）

　寄子分 1,620 府中 大王丸・上山中・下山中・樫津・加［蚊］谷
笹路大膳（常勝） 3,000 田中 上石田・佐々生・小倉・大畠［畑］ 山県文書

（『福井市史』資料編4・
中・近世二）

　寄子分 2,150 大野 いなミ［伊波］
三国 下明［名］（水居）・鷲塚（藤鷲塚か河合鷲塚）
丸岡 石丸（石森）
藤島 高柳

天方山城守 1,500 三国 六日市 「越前史料」所収天方文書
東郷 下細井［江］
大野 大宿
西方 本折

清水太郎左衛門 1,000 大野 東大月・飯留・大矢谷 松本清氏所蔵文書
三国 楽円・竹松

　寄子分 1,800 大野 下郷・折立・中・屋里 参考諸家系図八三清水系図
（『岩手県戦国期文書』Ⅰ）三国 今市（西今市）・野中・竹松

熊谷勘介 800 府中 上真柄 大家文書
（『大分県史料』第8巻）三国 高江

伊達与兵衛 700 今庄 四郎丸 美作伊達文書
（『駿河伊達家文書』）東郷 清水町

府中 下新庄
桜井武兵衛 500 丸岡 長屋［畝］ 桜井家文書

東郷 水間
比楽治部右衛門尉 400 三国 井ノ向 中島大住氏所蔵文書

大野 西嶋（川島）
藤島 今泉

大藤金三郎 300 府中 上真柄 大藤文書
三崎新右衛門 300 志比 真木（牧福島） 武州文書五

（『結城市史』第1巻）
岡部惣次郎 300 三国 本堂 伊豆順行記
左近男介左衛門 200 三国 安［網］戸瀬 家蔵文書三六

（『結城市史』第1巻）府中 中平吹
東郷 下川［河］北

慶長6.9.15 落合新八郎 5,000 東郷 長泉寺・中野・新 古文書七
志比 岡保・栗住波

慶長8.1.9 大藤小太郎 1,000 志比 今泉・開発 大家文書
落合主膳寄子分 5,000 大野 中荒井・御給・六呂師 古文書七

西方 波寄
丸岡 田嶋・関（下関）・嶋田（上関）
志比 大月

清水石見守（孝
正）寄子分

4,000 府中 下新庄・上戸・西大井・赤井谷・細野・山田 譜牒余録十一
今庄 糠口・菖蒲谷・陽［湯］谷・頭谷・四杉・中・篠川・下中津原・寺

長井善左衛門 1,500 西方 馬場・牛越 譜牒余録二四
東郷 下馬
志比 桶田（河増）
丸岡 嶋田（上関）

熊谷勘介 500 府中 高木 大家文書
（『大分県史料』第8巻）志比 藤巻

東郷 下馬
慶長8.2.12 愛宕極楽寺 30 西方 向山 「越前史料」所収坂上文書
慶長9.11.12 多賀谷左近大夫

（三経）
2,000 三国 石墳・勝見・本堂 多賀谷文書

（『結城市史』第1巻）丸岡 金津新・赤坂
大野 八町・石谷
西方 若杉

慶長12.④.6 岡部五郎兵衛 1,100 東郷 下六条 岡部氏系譜
三国 清長［永］
志比 和田
大野 橋爪

（注） 結城秀康発給の知行宛行状・寄進状のうち、領と村名が明記されているもののみを一覧にしている
 年月日の○数字は閏月を示す
 村名の字の異動は［　　］で、また近世以降に村名を変更した場合は（　　）で示した
 太字斜体は場所が特定できていない村名を示す
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【表2】松平忠直知行宛行状・寄進状にみえる「領」

年月日 知行者 知行高 知　行　場　所 出典（刊本）（石） 領名 村　名
慶長15.4.16 中根孫右衛門尉 150 府中 大屋 福井市春嶽公記念文庫中根家文書

（『福井県史』資料編8中・近世一）大野 新庄
見崎新右衛門尉 300 東郷 河［川］嶋 武州文書五（『大日本史料』12編7）

大野 今井
慶長17.6.3 加藤伝内 150 三国 上新庄・上番・新女［用］ 加藤氏系譜（『福井藩士加藤伝内の系譜』）
慶長18.3.11 野本玄蕃 550 志比 吉嶺［峰］ 反町文書（『史学雑誌』32編4号）

大野 浄土寺
藤島 北野

慶長18.7.11 宝鏡寺 50 大野 宝鏡［慶］寺 宝慶寺文書（『福井県史』資料編7中・近世五）
元和1.9.5 荻田主馬 5,085 府中 高木・聖丸・樫津・笹［篠］

川・桜谷・今市
武州文書九（『新編武州古文書』上巻）

大野 堂本
勝山 伊知地
西方 若杉

元和2.4.8 龍泉寺 50 府中 上太［大］田 龍泉寺文書（『福井県史』資料編6中・近世四）
元和2.8.22 桜井甚之助 450 府中 千曽［僧］供 桜井家文書

勝山 浄土寺
丸岡 蓮浦

矢野長春 200 志比 丸山 矢野文書
元和4.7.12 蜷川主膳 200 丸岡 島田（上関） 福山寿久氏所蔵文書
元和5.10.12 片山式部 500 府中 山田 国立国会図書館所蔵文書（『大日本史料』第12編32）

丸岡 蓮浦
大野 平澤領家

元和6.8.8 西福寺 32.847 敦賀 原 西福寺文書（『福井県史資料編』第8巻）
元和8.2.15 小山田伝四郎 500 志比 印伝［田］・北（北四居） 新編会津風土記五（『大日本史料』12編53）

府中 大屋
三国 鷲塚（藤鷲塚か河合鷲塚）

小山田多門 500 丸岡 牛ヶ島 小山田氏系譜
勝山 石谷
三国 井向
西方 杉本

元和8.12.23 中根孫右衛門尉 50 府中 当田 福井市春嶽公記念文庫中根家文書
（『福井県史』資料編3・中・近世一）

粟生寺 10 府中 粟田部 木津群平氏所蔵粟生寺文書（『今立町誌』第2巻）
元和9.1.7 小山田多門 2,000 東郷 東大味・蔵作 小山田文書

西方 下野
大野 印内（森山）
府中 五郎丸

元和9.1.16 朝倉六郎左衛門尉 300 東郷 市波・浅水 武州文書五（『新編武州古文書』上巻）
志比 高田
大野 田野

（注） 松平忠直発給の知行宛行状・寄進状のうち、領と村名が明記されているもののみを一覧にしている
 村名の字の異動は［　　］で、また近世以降に村名を変更した場合は（　　）で示した
 太字斜体は場所が特定できていない村名を示す

【図1】越前国における郡の変遷

長
谷
川
：
江
戸
時
代
初
期
の
越
前
に
現
れ
た
「
領
」　

―
結
城
秀
康
・
松
平
忠
直
の
領
国
支
配
機
構
―

七
三



【表3】結城秀康・松平忠直家臣発給文書にみえる「領」

年月日 発給者 受給者 知行高 知　行　場　所 出典（刊本）（石） 領名 村名
（慶長6）3.15 本多富正 長岡弥次右衛門

嶋村孫右衛門
今庄 関鼻 丸岡斉家文書

（『福井県史』資料編6中・近世四）
慶長6.11.15 本多富正（未詳） 50 府中 ま野 三室文書
慶長7.3.5 笹路常勝 仏生寺 西方 小倉 山県昭彦家文書

（『福井市史』資料編4中・近世二）
慶長7.12.吉 由木照盛 笹路常勝 150 西方 宿道［堂］ 山県昭彦家文書

（『福井市史』資料編4中・近世二）
慶長8.1.21 本多富正 今井弥右衛門 150 府中 西袋（西尾） 武生市立図書館文書

（『福井県史』資料編6中・近世四）三国 上こもり［小森］
（未詳） 200 府中 杣山（上野）・宮谷 本多家・佐久間家文書

（『福井県史』資料編6中・近世四）三国 安沢
慶長15.8.15 本多富正（未詳） 100 府中 庄・池見 三室文書
元和9.10.26 本多富正

他
笹路常勝 2,000 三国 若宮・加戸 山県昭彦家文書

（『福井市史』資料編4中・近世二）大野 田野
東郷 新田・天田

（寄子分） 700 府中 北
三国 徳分田・牛ヶ島・楽円・安［網］戸瀬・重吉［義］

寛永1.7.15 嶋田次郎
兵衛

本多富正 45,282 府中 府中町・北府・上市・大門川原・常久・平出・印内・上太［大］田・
下太［大］田・新保・高瀬・沢・池上・妙法寺・千福・三口・末松［松
森］・行松・村国・稲寄・長土呂・押田・帆山・矢舟［船］・畑・向新
保・小野谷・西谷・庄・荒谷・平林・矢放・西袋［尾］・宮谷・野大
坪・上大坪・中平吹・上平吹・鋳物師・上野・堂村宮谷・金糟［粕］・
安久和中二［小］屋・社谷・八乙女・中津原・上野・円満・宇須尾大
谷・寺・蕪木［甲楽城］八田・新保・東角間・東俣・菅生・定方・西
角間・魚見・春山・川田（河内）・浄教寺・嶋・立脇（重立）・下浄法
寺・大井・北山・春日野・東善寺・倉［鞍］谷（入谷・蓑脇・中居）・
桧尾谷・馬上面［免］・瀬戸・椙［杉］谷・温谷・常安・月ヶ瀬

本多家・佐久間家文書
（『福井県史』資料編6中・近世四）

西方 末・嶋寺
丸岡 長崎高瀬
三国 高屋・二日市・安沢・金剛寺・西長田・堀越・上小森・

池見・下・宮前・河間・玉木・田中中・十楽・浜坂浦
（注） 結城秀康・松平忠直の家臣発給文書のうち、領と村名が明記されているもののみを一覧にしている
 村名の字の異動は［　　］で、また近世以降に村名を変更した場合は（　　）で示した
 太字斜体は場所が特定できていない村名を示す

【表4】その他の史料にみえる「領」
年月日 文書名 領名 村名 史料名 刊本

慶長9.12.23 大味浦年貢皆済状 西方 大味浦 刀禰康隆家文書 『福井県史』資料編5中・近世三
慶長10.12.28 大味浦年貢皆済状 田中 大味浦 刀禰康隆家文書 『福井県史』資料編5中・近世三
慶長11.12.29 大味浦年貢皆済状 田中 大味浦 刀禰康隆家文書 『福井県史』資料編5中・近世三
慶長13.12.28 大味浦年貢皆済状 田中 大味浦 刀禰康隆家文書 『福井県史』資料編5中・近世三
慶長14.12.28 大味浦年貢皆済状 田中 大味浦 刀禰康隆家文書 『福井県史』資料編5中・近世三
慶長8.3.20 大町勝左衛門尉天王神領安堵状 西方 天王村 八坂神社文書 『福井県史』資料編5中・近世三
（元和8）12.28 大谷浦年貢皆済状 今庄 大谷浦 向山治郎右衛門家文書 『福井県史』資料編6中・近世四
（元和8）12.28 大谷浦小物成皆済状 今庄 大谷浦 向山治郎右衛門家文書 『福井県史』資料編6中・近世四

【表6】府中三人衆発給文書
年月日 文書名 村名・宛所 郡名 史料名 刊本

天正4.7.23 佐々成政打渡状 抽［湯］尾 南仲条 佐野てる子家文書 『福井県史』資料編3中・近世一
（天正3カ）12.20 不破光治・佐々成政・前田

利家連署状写
織田寺社 丹生北 剣神社文書 『福井県史』資料編5中・近世三

（天正3カ）12.20 不破光治・佐々成政・前田
利家連署状写

織田寺社 丹生北 剣神社文書 『福井県史』資料編5中・近世三

天正5.6.- 佐々成政掟写 大塩八幡宮 南仲条 大潮八幡宮文書 『福井県史』資料編6中・近世四
天正9.8.6 前田利家黒印状 大井村 丹生北 木村孫右衛門家文書 『福井県史』資料編6中・近世四
（天正4）12.4 前田秀次 織田神領 丹生北 辻川利雄家文書 『福井県史』資料編6中・近世四
（天正5カ）12.5 前田秀次 織田寺 丹生北 辻川利雄家文書 『福井県史』資料編6中・近世四
天正3.10.2 不破光治・佐々成政・前田

利家連署状
高瀬村宝円寺 南仲条 寶圓寺文書 『福井県史』資料編6中・近世四

天正3.10.12 前田利家・佐々成政・不破
光治連署大滝神郷紙座定

大滝神郷 今南東 大滝神社文書 『福井県史』資料編6中・近世四

天正7.5.29 佐々成政禁制写 成願寺 今南東 成願寺文書 『福井県史』資料編6中・近世四
天正9.1.16 佐々成政判物 大滝 今南東 三田村志郎家文書 『福井県史』資料編6中・近世四
天正3.12.2 不破光治・佐々成政・前田

利家連署安堵状
宅良慈眼寺 南仲条 慈眼寺文書 『福井県史』資料編6中・近世四

天正10.3.8 前田利家黒印状 河野浦 南仲条 中村三之丞家文書 『福井県史』資料編6中・近世四
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【表5】江戸時代初期の「領」と中世の「郡」
丸岡領
郡 村名

坂
北

青野木
赤坂
礒部出作
（磯部出作新保）
今道（細呂木）
牛ヶ嶋
臼井［宇随］
柿賀原
金津新
兼定嶋出作（八丁）
北
北野
北引田
熊坂
熊野堂
西方寺
里竹田
嶋（磯部嶋）
島田（上関）
拾［十］楽
次郎丸
菅野
清王
関（下関）
高塚
田嶋
中（指中）
長屋［畝］
乗金［兼］
橋屋
蓮浦
羽崎
檜山
福生（福庄）
南引田
宮谷
屋［矢］地
安田
山室

吉
田

石丸（石森）
上野
漆原
兼定島
上合月
上森田
川井［河合］新保
栗守［森］
下森田
末政［正］
長崎高瀬
渡

今庄領
郡 村名

丹
生
北

頭谷
篠川
菖蒲谷
寺
糠口
四杉

南
仲
条

大谷
下中津原
四郎丸
中
陽［湯］谷

三国領
郡 村名

坂
北

赤尾
家吉（井江葭）
井向
今市（西今市）
王見（大味）
楽円
加戸
上新庄
河間
上番
蔵垣内（下蔵垣内）
重吉［義］
下明［名］（水居）
下新庄
下番
十楽
勝［正］蓮華
新用
竹松
田中中
谷畠
玉木
東前［善］寺
徳分田
轟
中（上蔵垣内）
中筋
中番
西
西長田
野中
馬場（羽根馬場）
浜坂浦
東
東長田
福島
本堂
宮前
横柿
吉崎浦
若宮
鷲塚

坂
南

池見
石塚
上小森
清長［永］
金剛寺
新保
随法［応］寺
高江
堀越
安沢

吉
田

安［網］戸瀬
勝見
定政［正］
高屋
二日市
古市
六日市
鷲塚（河合鷲塚）
石墳
牛ヶ島
下

藤島領
郡 村名

吉
田
今泉
北野
高柳

府中領
郡 村名

南
仲
条

安久和中二［小］屋
池上
鋳物師
金糟［粕］
春日野
蕪木［甲楽城］八田
上市
上野
上平吹
北府
沢
瀬戸
千福
杣山（上野）
大門川原
高瀬
常久
堂村宮谷
中津原
中平吹
温谷
平出
府中
末［松］森
三口
妙法寺
向新保
八乙女
社谷
行松
池見
東善寺
聖丸
ま野

大野領
郡 村名

大
野

石谷
伊波
今井
印内（森山）
大矢谷
折立
御給
下郷
浄土寺
新庄
宝鏡［慶］寺
田野
堂本
中
中荒井
西嶋（川島）
橋爪
八町
東大月
平澤領家
六呂師
大宿
飯留
屋里

勝山領
郡 村名

大
野
石谷
伊知地
浄土寺

東郷領
郡 村名

足羽北 浅水下馬

足羽南

天田
市波
蔵作
下川［河］北
下細井（下細江）
下六条
東大味

今北東

河［川］嶋
清水町
長泉寺
水間

今南西 新中野
新田

西方領
郡 村名
足羽北 今市

坂南 下野
波寄

丹生北

牛越
大味
小倉
嶋寺
天王
末
杉本
馬場
本折
宿道［堂］
向山

田中領
郡 村名

丹生北

大畠［畑］
大味
小倉
上石田
佐々生

志比領
郡 村名
足羽北 北（北四居）

足羽南 高田和田

吉田

市野（市野々）
今泉
印伝［田］
大月
岡保
開発
京善寺本
栗住波
諏訪間
高橋
谷口
花谷
桶田（河増）
藤巻
法寺岡
真木（牧福島）
丸山
山
吉嶺［峰］

敦賀領
郡 村名
敦賀 原

府中領
郡 村名
足羽南 浄教寺

吉田 下浄法寺
立脇（重立）

今北東 春山川田（河内）

今南西

荒谷
稲寄
大屋
押田
小野谷
上大坪
上真柄
北
五郎丸
嶋
下新庄
庄
千曽［僧］供
高木
長土呂
西袋（西尾）
西谷
野大坪
馬上面［免］
畑
平林
帆山
宮谷
村国
矢放
矢舟［船］

今南東

粟田部
魚見
倉［鞍］谷
定方
新保
椙［杉］谷
菅生
月ヶ瀬
常安
西角間
桧尾谷
東角間
東俣

丹生北

赤井谷
印内
宇須尾大谷
上戸
江波
円満
大栖［大樟］浦
樫津
加［蚊］谷
上太［大］田
上山中
北山
小栖［小樟］浦
小曽原
桜谷
笹［篠］川
下太［大］田
下川［河］原
下山中
新保
大王丸
大明神（織田）
寺
当田
西大井（大井）
細野
三崎
山田
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【図2】史料にみえる越前の「領」
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野
藩
・
木
本
藩
・
勝
山
藩
が
成
立
す
る
が
、
そ
の
頃
の
勝

山
藩
の
所
領
は
、
現
在
の
勝
山
市
域
で
あ
る
九
頭
竜
川
北
岸
と
と
も
に
、
吉
田

郡
一
ヶ
村
、
丹
生
郡
十
ヶ
村
、
大
野
市
域
九
ヶ
村
な
ど
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

忠
直
段
階
に
成
立
し
た
勝
山
領
も
、
か
な
り
散
在
し
た
所
領
を
も
つ
支
城
領
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る

次
に
丸
岡
領
と
三
国
領
を
み
て
み
よ
う
。
丸
岡
領
は
坂
北
郡
の
東
側
と
一
部

吉
田
郡
に
広
が
り
、
三
国
領
は
坂
北
郡
の
西
側
と
坂
南
郡
の
北
側
、
そ
し
て
一

部
吉
田
郡
に
展
開
し
て
い
る
。
領
域
的
に
み
て
、
丸
岡
領
と
三
国
領
は
坂
北
郡

を
中
核
に
東
西
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
【
図
2
】
か
ら
う
か
が
え
よ
う
。
そ

し
て
、
そ
の
境
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
近
江
国
か
ら
今
庄
・
府
中
・
北
庄
（
福

井
城
下
）
を
経
て
北
に
延
び
る
北
陸
街
道
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
北
陸
街

道
に
は
、
北
庄
か
ら
北
に
は
舟
橋
・
舟
寄
・
金
津
・
細
呂
木
に
そ
れ
ぞ
れ
宿
場

が
設
け
ら
れ
た
が
、
北
陸
街
道
に
沿
っ
て
東
側
の
村
（
下
森
田
・
上
森
田
・
石

森
・
栗
森
・
田
島
・
上
関
・
金
津
新
・
高
塚
・
十
楽
・
柿
ヶ
原
・
蓮
浦
）
や
北

陸
街
道
が
貫
通
す
る
村
（
下
関
・
細
呂
木
）
が
【
図
2
】
の
よ
う
に
丸
岡
領
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
北
陸
街
道
の
東
側
の
村
お
よ
び
北
陸
街
道
の
通
る
村

が
、
丸
岡
領
と
三
国
領
の
境
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
丸
岡
領
は

九
頭
竜
川
を
は
さ
ん
で
藤
島
領
（
北
野
村
）
と
接
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
三
国

領
は
南
・
西
側
の
境
は
九
頭
竜
川
を
は
さ
ん
で
西
方
領
（
波
寄
村
・
下
野
村
）

と
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
丸
岡
・
三
国
両
領
は
、
九
頭
竜
川
の
右
岸
に
設
け

ら
れ
た
領
域
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
丸
岡
領
の
中
心
は
、
領
域
の
ほ
ぼ
ま
ん
中
に
所
在
す
る
丸
岡
城
で
あ

り
、
松
平
家
の
「
家
譜㉕

」
に
よ
れ
ば
、
秀
康
重
臣
の
今
村
盛
次
が
配
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一
方
、
三
国
領
の
中
核
は
判
然
と
し
な
い
。
お
そ
ら
く

は
、
越
前
の
北
の
押
さ
え
と
し
て
丸
岡
領
・
三
国
領
に
多
く
の
所
領
を
与
え
ら

れ
た
多
賀
谷
三
経
の
居
所
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
多
賀
谷
の
居
所
が
置

か
れ
た
柿
原
村
自
体
は
丸
岡
領
で
あ
り
、
か
つ
三
国
領
全
体
か
ら
し
て
も
柿
原

は
北
の
端
で
あ
る
。
朝
倉
氏
時
代
に
は
、
興
福
寺
領
河
口
荘
や
坪
江
郷
に
お
い

て
勢
力
を
有
し
た
堀
江
氏
の
居
城
が
三
国
領
の
中
番
村
・
下
番
村
に
建
て
ら
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
こ
の
あ
た
り
を
拠
点
と
し
て
設
置
さ
れ
た
可
能

性
も
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
三
国
領
の
支
城
領
主
と
し
て
配
置
さ
れ

た
の
は
多
賀
谷
氏
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

丸
岡
領
の
南
側
の
藤
島
領
に
つ
い
て
は
、
秀
康
宛
行
状
に
高
柳
村
・
今
泉

村
、
忠
直
宛
行
状
に
北
野
村
の
三
ヶ
村
の
み
確
認
で
き
る
。
領
域
の
中
核
は
不

明
で
あ
る
が
、
そ
の
名
称
か
ら
藤
島
に
あ
っ
た
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
。
藤
島
に

は
、
南
北
朝
期
に
存
在
が
知
ら
れ
る
藤
島
城
が
築
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
同

地
に
は
応
永
年
間
に
超
勝
寺
が
建
て
ら
れ
、
朝
倉
氏
時
代
以
降
は
一
向
一
揆
の

拠
点
と
な
っ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
近
辺
の
軍
事

施
設
に
拠
点
が
置
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
今
泉
村
に
つ
い
て

は
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
九
月
九
日
付
の
比
楽
治
部
右
衛
門
尉
宛
秀
康
宛

行
状
で
は
藤
島
領
、
慶
長
八
年
一
月
九
日
付
け
の
大
藤
小
太
郎
宛
秀
康
宛
行
状

で
は
志
比
領
と
な
っ
て
い
る
（【
表
2
】）。
領
域
が
変
更
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い

は
書
き
間
違
い
な
の
か
は
、
志
比
領
と
藤
島
領
と
の
境
が
志
比
領
開
発
村
と
藤

島
領
高
柳
村
と
の
間
の
み
し
か
確
定
で
き
な
い
た
め
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
志
比
領
は
、
吉
田
郡
を
中
心
と
し
、
北
端
は
藤
島
領
お
よ
び
九
頭
竜
川

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
（
社
会
科
学
）、
四
、
二
〇
一
三
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の
南
岸
（
法
寺
岡
・
高
橋
・
谷
口
・
真
木
・
藤
巻
）、
東
端
は
大
野
郡
境
（
藤

巻
・
吉
峰
・
栗
住
波
）、
西
端
は
北
陸
街
道
と
北
庄
（
開
発
・
和
田
）
ま
で
、

南
端
は
足
羽
川
の
北
岸
（
和
田
・
高
田
）
に
囲
ま
れ
た
領
域
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
志
比
領
の
中
心
は
、「
家
譜
」
に
よ
れ
ば
山
川
朝
貞
が
配
さ
れ
た
と

い
う
花
谷
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

三
国
領
と
境
を
接
す
る
西
方
領
は
、【
図
2
】
に
よ
れ
ば
、
坂
南
郡
か
ら
足

羽
北
郡
・
丹
生
北
郡
と
、
か
な
り
広
範
囲
に
散
在
し
て
い
る
。
そ
の
東
端
は

九
頭
竜
川
の
左
岸
（
下
野
・
波
寄
）・
足
羽
川
の
左
岸
（
若
杉
）
と
北
陸
街
道

（
今
市
・
杉
本
）
で
、
北
・
西
端
は
日
本
海
ま
で
（
大
味
）
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
問
題
は
南
端
で
あ
る
が
、
田
中
領
と
錯
綜
し
て
い
て
、
明
確
に
は
確

定
で
き
な
い
。
田
中
領
と
は
、
知
行
宛
行
状
で
は
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）

九
月
九
日
、
笹
路
大
膳
（
常
勝
）
宛
秀
康
宛
行
状
に
の
み
み
ら
れ
る
「
領
」
で

あ
る
。
日
野
川
支
流
の
天
王
川
流
域
に
設
置
さ
れ
た
、
丹
生
北
郡
の
田
中
郷
を

中
心
と
す
る
領
域
と
推
測
さ
れ
る
が
、
同
所
を
宛
行
わ
れ
た
笹
路
氏
は
、
田
中

領
小
倉
村
に
あ
る
仏
生
寺
へ
の
諸
役
免
許
状
の
な
か
で
「
西
方
領
小
倉
村
仏
生

寺
」
と
表
記
し
て
い
る
（【
表
3
】）。
ま
た
、
日
本
海
に
面
し
た
西
方
領
大
味

浦
宛
の
年
貢
皆
済
状
で
は
、
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
で
は
「
西
方
領
」
と
記

載
さ
れ
て
い
る
が
、
翌
年
の
慶
長
十
年
に
は
「
田
中
領
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る

（【
表
4
】）。
し
た
が
っ
て
、
西
方
領
と
田
中
領
は
領
域
的
に
も
認
識
的
に
も
重

複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、「
西
方
」
と
い
う
地
域
呼
称

は
、
慶
長
三
年
の
検
地
帳
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら㉖

、「
西
方
」
は
秀
康
入
部

以
前
か
ら
何
ら
か
の
ま
と
ま
り
を
も
つ
領
域
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
。
西
方
領
の
中
心
は
、
秀
康
家
臣
吉
田
修
理
の
居
館
が
あ
っ
た
と
い
う

南
江
守
で
あ
ろ
う
。

西
方
領
の
東
側
に
広
が
る
東
郷
領
は
、
足
羽
南
郡
・
今
北
東
郡
に
ま
た
が
り
、

北
端
は
足
羽
川
の
左
岸
（
下
馬
・
市
波
）、
東
端
は
大
野
郡
境
（
天
田
・
蔵
作
）、

西
端
は
北
陸
街
道
（
下
河
北
・
浅
水
・
長
泉
寺
）
に
区
切
ら
れ
た
領
域
で
あ
る
。

南
端
は
、
府
中
領
と
境
を
接
し
て
い
た
が
、
お
そ
ら
く
は
鯖
江
か
ら
清
水
谷
へ

抜
け
る
道
、
お
よ
び
服
部
川
と
そ
こ
か
ら
分
岐
す
る
水
間
川
流
域
を
境
に
し
て

い
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
中
心
の
東
郷
に
は
、
朝
倉
氏
時
代
で
は
一
乗
谷
の
出

城
槙
山
城
が
築
か
れ
、
豊
臣
期
に
は
家
臣
長
谷
川
秀
一
が
在
住
し
て
い
た
。
関

ヶ
原
の
戦
い
後
に
廃
城
と
な
っ
た
も
の
の
、
慶
長
十
年
頃
の
「
越
前
国
絵
図㉗

」

に
は
東
郷
は
「
高
千
五
百
九
拾
九
石
一
斗
」
と
の
記
載
が
あ
り
、
在
郷
町
と
し

て
栄
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
慶
長
三
年
の
検
地
帳
に
「
東
郷

領
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
以
前
よ
り
の
ま
と
ま
り
を
継
承

し
た
「
領
」
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る㉘

。

最
後
に
、
府
中
領
と
今
庄
領
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
府
中
領
は
国
府
が

置
か
れ
た
府
中
（
武
生
）、
今
庄
領
は
北
陸
街
道
の
宿
場
が
置
か
れ
た
今
庄
を

中
心
と
す
る
領
域
で
あ
る
。
特
に
府
中
に
は
、
秀
康
の
重
臣
筆
頭
の
本
多
富
正

が
配
置
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
越
前
国
内
に
お
い
て
は
重
要
な
地
域
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。【
図
2
】
に
よ
れ
ば
、
府
中
領
は
府
中
の
あ
る
南
仲
条
郡
か
ら

丹
生
北
郡
・
今
南
西
郡
・
今
北
東
郡
・
今
南
東
郡
と
い
う
広
範
囲
に
展
開
し
て

い
る
。
お
お
ざ
っ
ぱ
に
い
え
ば
、
府
中
辺
か
ら
南
・
南
西
一
帯
と
、
丹
生
郡
織

田
の
劔
神
社
周
辺
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
織
田
政
権
期
で
は
、
府
中
三
人
衆

が
府
中
辺
二
郡
を
担
当
し
た
と
あ
っ
た
が
、
彼
ら
が
発
給
し
た
文
書
は
、
二
郡

に
と
ど
ま
ら
ず
南
仲
条
郡
・
丹
生
北
郡
・
今
南
東
郡
に
わ
た
っ
て
い
る
（【
表

長
谷
川
：
江
戸
時
代
初
期
の
越
前
に
現
れ
た
「
領
」　

―
結
城
秀
康
・
松
平
忠
直
の
領
国
支
配
機
構
―
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6
】）。
ま
た
、
慶
長
三
年
の
検
地
帳
の
う
ち
、
南
仲
条
郡
・
丹
生
郡
・
今
南
東

郡
に
残
る
四
冊
の
検
地
帳
に
は
、「
府
中
郡
」
お
よ
び
「
府
中
」
と
記
載
さ
れ

て
い
る㉙

。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
秀
康
・
忠
直
段
階
の
府
中
領
は
、
少
な
く
と

も
織
田
政
権
期
以
来
、
府
中
の
担
当
領
域
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
も
つ
支
配
単

位
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う㉚

。

一
方
、
今
庄
領
で
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
府
中
領
の
西
側
に
、
南
仲
条
郡
か
ら

丹
生
北
郡
に
か
け
て
展
開
し
て
い
る
も
の
の
、
か
な
り
府
中
領
と
錯
綜
し
て
い

て
、
そ
の
境
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
実
際
に
、
今
庄
領
の
篠
川
村
や
寺
村
は
府
中

領
と
し
て
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
今
の
と
こ
ろ
、
そ
の
要
因
は
確
定
で
き
な
い

た
め
、
保
留
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
今
後
、
朝
倉
氏
段
階
お
よ
び
織
田
豊
臣
政

権
期
の
府
中
担
当
領
域
を
確
定
す
る
な
か
で
、
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。

お
わ
り
に

以
上
、
簡
単
で
は
あ
る
が
、
各
領
の
領
域
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
の

結
果
、
秀
康
・
忠
直
段
階
の
領
域
支
配
機
構
と
し
て
の
「
領
」
は
、
各
地
域
の

中
心
的
な
城
お
よ
び
町
を
中
心
に
、
北
陸
街
道
や
主
要
河
川
に
よ
っ
て
区
切
ら

れ
た
空
間
に
設
置
さ
れ
た
状
況
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
中
世

の
郡
と
は
ほ
ぼ
重
な
ら
な
い
形
で
設
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な

か
に
は
、
府
中
領
や
東
郷
領
な
ど
、
秀
康
以
前
の
地
域
的
な
ま
と
ま
り
を
継
承

し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
領
」
も
存
在
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
は
い
わ
ゆ
る
中
世
段

階
で
の
郡
域
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
江
戸
時

代
初
期
に
現
れ
た
「
領
」
は
、
当
該
期
の
政
治
的
状
況
お
よ
び
秀
康
の
東
国
で

の
慣
習
を
反
映
し
た
支
配
機
構
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。し

か
し
、
こ
の
領
域
が
定
着
し
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

い
。
事
実
、
三
代
忠
昌
の
代
に
な
る
と
、
中
世
末
期
の
十
二
郡
、
さ
ら
に
は
そ

こ
か
ら
改
編
さ
れ
た
近
世
の
郡
へ
と
変
化
し
て
い
く
（【
図
1
】）。
東
国
に
お

い
て
も
、
こ
の
頃
に
は
「
領
」
記
載
が
郡
に
戻
さ
れ
て
い
く
状
況
か
ら
類
推
す

れ
ば
、
三
代
忠
昌
の
時
の
郡
へ
の
改
編
も
、
そ
う
し
た
潮
流
に
従
っ
た
も
の
と

も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
こ
の
時
に
再
び
郡
が
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か

も
、
秀
康
・
忠
直
段
階
で
あ
っ
て
も
、
支
配
権
力
側
が
「
領
」
を
用
い
る
一
方

で
、
在
地
社
会
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
呼
称
を
使
用
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
江
戸
時
代
初
期
の
「
領
」
は
、
秀
康
・
忠
直
特
有
の
支

配
機
構
・
領
域
認
識
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て

も
こ
の
時
期
の
政
治
・
社
会
状
況
を
ふ
ま
え
て
追
究
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
べ
て
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
今
回
の
検
討
に
お
い
て
確
定

で
き
な
か
っ
た
村
名
も
あ
る
。
今
後
も
在
地
史
料
や
旧
絵
図
類
、
聞
き
取
り
調

査
な
ど
を
通
じ
て
検
証
し
て
い
き
た
い
。

注①
丸
島
和
洋
「
織
田
権
力
の
北
陸
支
配
」（
戦
国
史
研
究
会
編
『
織
田
権
力
の

領
域
支
配
』、
岩
田
書
院
、
二
〇
一
一
年
）。

②
『
信
長
公
記
』
巻
八
に
「
越
前
国
、
柴
田
修（
勝
家
）理
に
八
郡
下
さ
れ
、
大お
ほ
の
こ
ほ
り

野
郡
の

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
（
社
会
科
学
）、
四
、
二
〇
一
三

八
〇



内
三
分
二
、
金
森
五（
長
近
）郎
八
に
仰
付
け
ら
れ
、
三
分
一
、
原
彦（
政
茂
）次
郎
に
下
さ
れ
、

大
野
郡
に
在
城
候
な
り
。
府
中
に
足あ
し
が
ゝ
り
か
ま

懸
構
へ
、
不
破
彦（
光
治
）三
・
佐
々
蔵（
成
政
）介
・
前

田
又（
利
家
）左
衛
門
両
三
人
に
二
郡
下
さ
れ
在
城
な
り
。
一
、
敦
賀
郡
、
武
藤
宗（
舜
秀
）右

衛
門
在
地
な
り
」
と
あ
る
。

③
越
前
国
の
政
治
動
向
と
支
配
機
構
に
関
し
て
は
、『
福
井
県
史
』
通
史
編
2

中
世
お
よ
び
3
近
世
一
に
詳
し
い
。

④
秀
康
は
、
養
父
豊
臣
秀
吉
の
命
に
よ
り
、
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
結

城
晴
朝
の
養
子
と
な
り
、
下
総
十
万
一
千
石
を
継
承
し
た
が
、
そ
の
後
も
結

城
姓
は
名
乗
ら
ず
、
関
ヶ
原
の
戦
い
直
後
（
慶
長
五
年
〈
一
六
〇
〇
〉
九

月
）
ま
で
は
羽
柴
姓
を
名
乗
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
黒
田
基
樹
「
結
城
秀
康
文

書
の
基
礎
的
研
究
」『
駒
沢
史
学
』
四
八
号
、
一
九
九
五
年
）。
秀
吉
没
後

は
羽
柴
姓
を
廃
し
た
と
み
ら
れ
る
が
、
越
前
入
部
以
降
の
秀
康
に
つ
い
て
は
、

「
越
前
宰
相
」「
越
前
中
納
言
」
な
ど
の
呼
称
し
か
確
認
で
き
な
い
た
め
、
越

前
時
代
の
秀
康
の
氏
姓
は
不
明
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
結
城
あ
る
い
は
徳

川
・
松
平
姓
を
名
乗
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
馴
染
み
の
深
い
結

城
秀
康
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

⑤
こ
う
し
た
「
領
」
に
よ
る
領
域
支
配
の
状
況
は
、
特
に
小
田
原
を
本
拠

と
し
た
戦
国
大
名
北
条
氏
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
北
条
氏
の
領
域
支
配

に
つ
い
て
は
、
黒
田
基
樹
『
戦
国
大
名
北
条
氏
の
領
国
支
配
』（
岩
田
書

院
、
一
九
九
五
年
）・
同
『
戦
国
大
名
領
国
の
支
配
構
造
』（
岩
田
書
院
、

一
九
九
七
年
）
を
参
照
。

⑥
市
村
高
男
「
豊
臣
大
名
の
歴
史
的
位
置
―
結
城
秀
康
を
中
心
と
し
て
―
」

（『
地
方
史
研
究
』
一
八
一
号
、
一
九
八
三
年
）
に
よ
れ
ば
、
結
城
秀
康
は

本
領
で
あ
る
結
城
領
を
中
心
に
、
小
山
領
・
壬
生
領
・
鹿
沼
領
・
日
光

領
・
土
浦
領
な
ど
を
行
政
単
位
と
し
て
お
り
、
本
領
以
外
は
天
正
十
八
年

（
一
五
九
〇
）
に
北
条
氏
に
荷
担
し
て
没
落
し
た
旧
領
主
か
ら
の
没
収
地
で

あ
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
「
領
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
領
主
が

城
を
拠
点
に
形
成
し
た
領
域
で
あ
っ
た
と
い
え
、
そ
れ
を
結
城
氏
所
領
と
し

て
取
り
込
ん
だ
も
の
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

⑦
『
福
井
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一
九
八
一
）。
な
お
、
今
立
郡
は
、
弘
仁

十
四
年
（
八
二
三
）
に
丹
生
郡
か
ら
分
立
し
た
郡
で
あ
っ
た
（『
日
本
紀

略
』
弘
仁
十
四
年
六
月
四
日
条
）。

⑧
越
前
の
郡
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、『
福
井
県
史
』
通
史
編
1
原
始
・
古
代
お

よ
び
2
中
世
に
詳
し
い
。

⑨
「
越
前
国
郷
帳
」
は
福
井
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
。
同
図
書
館
に
昭
和

三
十
三
年
か
ら
三
十
四
年
（
一
九
五
八
〜
九
）
に
寄
贈
さ
れ
た
高
島
文
庫

（
郷
土
史
家
高
島
正
氏
の
私
立
図
書
館
）
の
蔵
書
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
（『
高
島
文
庫
目
録
』
福
井
大
学
附
属
図
書
館
発
行
、
一
九
六
六
年
）。

そ
の
中
表
紙
に
は
「
池
田
大
宮
司
所
蔵
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
一
方
「
正

保
郷
帳
」
は
、
原
本
は
伝
わ
ら
な
い
が
、
写
が
「
越
前
国
知
行
高
之
帳
」
と

し
て
「
松
平
文
庫
」（
福
井
県
立
図
書
館
保
管
）
に
伝
来
し
て
い
る
。

⑩
松
浦
義
則
「
織
田
期
の
大
名
」（『
福
井
県
史
』
通
史
編
3
、
一
九
九
四
年
）。

⑪
楠
瀬
勝
「
佐
々
成
政
の
越
中
へ
の
分
封
を
め
ぐ
っ
て
（
一
）
―
織
田
政
権
論

の
た
め
に
―
」（『
富
山
史
壇
』
五
六
・
五
七
合
併
号
、
一
九
七
三
年
）。

⑫
慶
長
三
年
検
地
帳
に
つ
い
て
は
、
福
井
県
立
文
書
館
の
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

を
利
用
し
て
検
索
し
、
写
真
帳
を
閲
覧
し
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
福
井

長
谷
川
：
江
戸
時
代
初
期
の
越
前
に
現
れ
た
「
領
」　

―
結
城
秀
康
・
松
平
忠
直
の
領
国
支
配
機
構
―

八
一



県
立
文
書
館
柳
沢
芙
美
子
氏
の
ご
教
示
に
よ
り
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
、

『
福
井
県
史
』
資
料
編
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
作
成
さ
れ
た
検
地
帳
一
覧
表
を

参
照
し
、
そ
の
数
を
示
し
た
。
た
だ
し
、
文
書
館
に
寄
託
・
寄
贈
さ
れ
る
文

書
群
の
な
か
に
は
、
こ
こ
最
近
で
も
慶
長
三
年
の
検
地
帳
が
含
ま
れ
て
い
る

場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
そ
の
数
は
増
え
る
可
能
性
も
あ
る
。

⑬
慶
長
三
年
検
地
帳
の
写
し
に
は
「
丹
生
郡
」
と
い
う
郡
名
も
み
え
る

が
（「
玉
川
区
有
文
書
」
福
井
県
立
文
書
館
所
蔵
写
真
帳
な
ど
）、
こ
れ
は

「
領
」
か
ら
郡
へ
と
越
前
の
地
域
呼
称
が
変
更
さ
れ
た
の
ち
に
作
ら
れ
た
写

し
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

⑭
「
金
谷
村
検
地
帳
」（「
畠
山
重
左
衛
門
家
文
書
」）・「
別
印
村
検
地
帳
」

（「
内
田
藤
衛
門
家
文
書
」
い
ず
れ
も
福
井
県
立
文
書
館
所
蔵
写
真
帳
に
よ

る
）。
な
お
、
足
羽
北
郡
で
は
、
原
本
と
み
ら
れ
る
花
守
村
・
安
保
村
の
検

地
帳
が
現
存
す
る
が
（「
花
守
区
有
文
書
」
福
井
県
立
文
書
館
所
蔵
写
真

帳
・「
福
山
正
人
家
文
書
」）、
い
ず
れ
も
「
足
羽
南
郡
」
と
表
記
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、「
越
前
国
郷
帳
」
で
は
、
両
村
と
も
足
羽
北
郡
に
属
し
て
い

る
。

⑮
丹
生
北
郡
に
つ
い
て
は
、「
越
前
国
郷
帳
」
に
お
い
て
も
「
丹
生
郡
」
と
記

載
さ
れ
て
い
る
。

⑯
慶
長
郷
帳
に
ふ
れ
て
い
る
研
究
と
し
て
は
、
青
野
春
水
『
日
本
近
世
割
地
制

史
の
研
究
』（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
八
二
年
）
が
あ
る
。
な
お
、
同
内
容

の
帳
面
の
写
し
は
「
蓑
輪
又
兵
衛
家
文
書
」（
福
井
県
立
文
書
館
所
蔵
写
真

帳
）
に
も
現
存
し
、
そ
の
表
紙
に
、

「　
　

慶
長
三
年　
　
　

八
石
村
持
主

　

越
前
国
郡
分
村
之
御
検
地
高
附
帳

　
　
　

戊
戌
月
日　
　
　

吉
右
衛
門　
　

」

　

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
帳
面
が
慶
長
の
太
閤
検
地
の
際
に
作
成
さ
れ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）
頃
に
作
成
さ

れ
た
と
み
ら
れ
る
「
越
前
国
絵
図
」（「
松
平
文
庫
」
福
井
県
立
図
書
館
保

管
、『
福
井
県
史
』
資
料
編
16
上
絵
図
・
地
図
）
に
「
北
庄
町
地
子
」「
北
庄

町
外
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
柴
田
勝
家
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ

た
城
下
町
は
「
北
庄
町
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
。
慶
長
郷
帳
で
「
福
居
庄
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
正
保
郷
帳
で
の
「
福
居
庄
町
地
子
」
な
ど
の
記

載
を
ふ
ま
え
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
慶
長
郷
帳
に
は
、
神
明
社
領

と
し
て
百
石
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
長

束
正
家
に
よ
る
寄
進
二
十
石
と
、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
徳
川
秀
忠
の
寄

進
八
十
石
を
合
わ
せ
た
石
高
で
あ
る
。
同
様
に
八
幡
社
領
十
石
も
、
結
城
秀

康
の
寄
進
を
受
け
て
成
立
し
た
社
領
で
あ
る
。
そ
の
他
、
本
稿
に
引
用
し
た

「
三
ツ
橋
町
」
以
下
の
各
城
下
町
は
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
以
降
始
ま

っ
た
北
庄
城
建
設
に
際
し
て
町
場
化
し
た
名
称
で
あ
り
、
こ
れ
も
慶
長
国
絵

図
の
頃
か
ら
み
ら
れ
る
名
称
で
あ
る
。
一
方
で
、
三
橋
町
の
石
高
は
、
慶
長

郷
帳
で
は
慶
長
国
絵
図
や
正
保
郷
帳
の
数
値
よ
り
も
少
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、

こ
の
石
高
は
慶
長
国
絵
図
や
正
保
郷
帳
な
ど
の
帳
面
以
前
の
石
高
を
示
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
慶
長
郷
帳
は
慶
長
三
年
検
地
の
際
に

作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
後
の
変
化
を
別
の
帳
面
な
ど
を
参
照

し
て
記
し
た
部
分
が
あ
る
帳
面
と
捉
え
て
お
き
た
い
。

⑰
た
だ
し
、
正
保
郷
帳
に
は
村
高
に
加
え
田
方
・
畑
方
の
石
高
も
記
載
さ
れ
て

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
（
社
会
科
学
）、
四
、
二
〇
一
三

八
二



い
た
り
、
慶
長
郷
帳
に
は
記
載
の
な
い
村
名
が
正
保
郷
帳
に
掲
載
さ
れ
て
い

た
り
す
る
な
ど
、
若
干
の
異
同
は
あ
る
。

⑱
『
福
井
県
史
』
通
史
編
2
近
世
。
な
お
、
忠
昌
が
入
部
し
た
寛
永
元
年

（
一
六
二
四
）
後
に
作
成
さ
れ
た
「
正
保
郷
帳
」
段
階
で
は
、
支
配
単
位
が

中
世
末
期
十
二
郡
の
編
成
に
戻
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
越
前
福
井
藩
の
通
史

「
国
事
叢
記
」
に
は
、
結
城
秀
康
が
拝
領
し
た
「
六
十
八
万
七
百
六
十
二
石

三
斗
七
升
」
の
内
訳
が
敦
賀
郡
・
南
条
郡
・
丹
生
郡
・
足
羽
郡
・
坂
南
郡
・

坂
北
郡
・
吉
田
郡
・
足
羽
南
郡
・
今
北
東
郡
・
今
南
西
郡
・
今
南
東
郡
・
大

野
郡
に
分
け
て
記
載
さ
れ
て
い
る
が
（『
国
事
叢
記
』
上
巻
）、
こ
れ
は
幕
末

に
編
纂
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
た
め
郡
で
表
記
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑲
「
多
賀
谷
文
書
」（『
結
城
市
史
』
第
一
巻
）。

⑳
結
城
秀
康
・
松
平
忠
直
の
発
給
文
書
、
お
よ
び
両
家
臣
発
給
文
書
に
関
し
て

は
、
黒
田
基
樹
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。
ま
た
、
こ
の
う
ち
の
「
桜
井
家
文

書
」
に
つ
い
て
は
、
み
く
に
龍
翔
館
学
芸
員
の
角
明
浩
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

㉑
な
お
、【
表
4
】
の
年
貢
皆
済
状
に
み
え
る
「
領
」
に
つ
い
て
は
、『
福
井
市

史
』
通
史
編
2
近
世
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

㉒
た
だ
し
、
寺
社
へ
の
寄
進
状
の
な
か
に
は
、「
郡
―
村
」
記
載
の
も
の
も
み

ら
れ
る
。
例
え
ば
、
慶
長
六
年
十
一
月
九
日
結
城
秀
康
寄
進
状
で
は
「
大
野

郡
平
泉
寺
村
」
を
白
山
平
泉
寺
玄
成
院
に
（「
白
山
神
社
文
書
」『
福
井
県

史
』
資
料
編
7
中
・
近
世
五
）、
ま
た
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
五
月
十
五

日
松
平
忠
直
寄
進
状
で
は
「
坂
北
郡
安
嶋
村
内
」
を
安
嶋
八
幡
宮
に
寄
進
し

て
い
る
（「
大
湊
神
社
文
書
」『
福
井
県
史
』
資
料
編
4
中
・
近
世
二
）。
お

お
む
ね
、
結
城
秀
康
は
寺
社
宛
の
寄
進
状
で
「
郡
―
村
」
記
載
を
使
用
し
、

松
平
忠
直
は
寺
社
宛
で
も
「
領
―
村
」
記
載
を
使
用
す
る
傾
向
に
あ
る
。
寺

社
宛
の
み
に
「
郡
―
村
」
記
載
を
使
う
理
由
に
つ
い
て
は
検
討
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

㉓
な
お
【
図
2
】
は
、「
明
治
二
十
二
年
二
月
十
六
日
福
井
県
令
第
十
九
号
」

に
み
ら
れ
る
旧
町
村
名
を
も
と
に
、
福
井
県
立
文
書
館
で
作
成
し
た
地
図
デ

ー
タ
を
利
用
し
、
北
陸
街
道
や
川
、
旧
郡
境
お
よ
び
各
「
領
」
を
色
別
に
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
一
つ
の
村
が
二
つ
の
「
領
」
の
所
属
と
し
て
み
ら
れ
る

場
合
に
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
「
領
」
に
色
分
け
し
て
あ
る
。
ま
た
、
こ
の

地
図
の
元
デ
ー
タ
の
提
供
に
際
し
て
は
、
福
井
県
立
文
書
館
の
柳
沢
芙
美
子

氏
に
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
る
。

㉔
地
図
に
は
載
せ
て
い
な
い
が
、
敦
賀
領
に
関
し
て
は
、
唯
一
、
西
福
寺
へ
の

寄
進
状
に
の
み
確
認
さ
れ
る
（「
西
福
寺
文
書
」『
福
井
県
史
』
資
料
編
8
中

近
世
六
）。
お
そ
ら
く
は
、
大
野
領
と
同
様
に
、
敦
賀
領
に
つ
い
て
も
敦
賀

郡
の
領
域
に
収
ま
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

㉕
「
松
平
文
庫
」（
福
井
県
立
図
書
館
保
管
）。

㉖
慶
長
三
年
七
月
十
五
日
本
折
村
検
地
帳
（「
斎
藤
実
家
文
書
」
福
井
県
立
文

書
館
所
蔵
写
真
帳
）・
慶
長
三
年
七
月
二
十
日
天
谷
村
検
地
帳
（「
野
村
志
津

雄
家
文
書
」
福
井
県
立
文
書
館
所
蔵
写
真
帳
）。

㉗
「
松
平
文
庫
」（
福
井
県
立
図
書
館
保
管
、『
福
井
県
史
』
資
料
編
16
上
絵

図
・
地
図
）。

㉘
慶
長
三
年
七
月
田
尻
村
検
地
帳
（「
田
尻
区
有
文
書
」『
福
井
県
史
』
資
料
編

7
中
・
近
世
五
）
に
は
「
東
郷
領
宇
坂
三
万
谷
内
田
尻
村
」
と
記
載
さ
れ
て

長
谷
川
：
江
戸
時
代
初
期
の
越
前
に
現
れ
た
「
領
」　

―
結
城
秀
康
・
松
平
忠
直
の
領
国
支
配
機
構
―
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い
る
。
そ
の
他
、
慶
長
三
年
七
月
朝
谷
村
検
地
帳
に
も
「
東
郷
領
上
宇
坂
之

内
」
と
い
う
記
載
が
み
え
る
（「
朝
谷
区
有
文
書
」）。

㉙
慶
長
三
年
七
月
十
五
日
金
谷
村
検
地
帳
（
今
南
東
郡
「
畠
山
重
左
衛
門
家
文

書
」）・
中
山
村
検
地
帳
（
丹
生
北
郡
「
宮
川
源
右
衛
門
家
文
書
」）・
宇
谷
村

検
地
帳
（
南
仲
条
郡
「
久
保
一
二
三
家
文
書
」）、
慶
長
三
年
七
月
十
七
日
別

印
村
検
地
帳
（
今
南
東
郡
「
内
田
藤
右
衛
門
家
文
書
」）。
い
ず
れ
も
福
井
県

立
文
書
館
所
蔵
写
真
帳
に
よ
る
。

㉚
な
お
、
吉
田
郡
と
足
羽
南
郡
に
も
三
ヶ
所
の
府
中
領
の
村
（
下
浄
法
寺
・
重

立
・
浄
教
寺
）
が
み
ら
れ
、
ま
た
、
東
郷
領
に
含
ま
れ
る
服
部
川
流
域
に
も

府
中
領
と
さ
れ
る
村
（
春
山
・
河
内
）
が
展
開
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
寛

永
一
年
（
一
六
二
四
）
に
本
多
富
正
の
知
行
地
を
書
き
立
て
た
文
書
に
記
載

さ
れ
た
場
所
で
あ
る
（【
表
3
】）。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
不
明

だ
が
、
富
正
に
付
け
ら
れ
た
所
領
で
あ
っ
た
た
め
に
府
中
領
と
記
載
さ
れ
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
（
社
会
科
学
）、
四
、
二
〇
一
三

八
四


